「平成2３年度カーボン・オフセット推進事業業務委託」仕様書

１　事業の趣旨・目的

低炭素社会の構築に向けて、増加傾向が著しい民生業務部門等のＣＯ２削減対策として、市民や企業等の各主体の活動により排出したＣＯ２を、多様なＣＯ２排出削減の取組みにより相殺（埋め合わせ）する新たな社会システムとなる「カーボン・オフセット」の仕組みづくりを進めていきます。

また、地域で市民やＮＰＯ等が主体的・自立的にカーボン・オフセットシステムを普及する新事業の展開を促進し、地域全体で環境保全意識の向上や活動の拡大を図ります。


２　事業期間

　　　　契約締結日から平成2４年3月31日まで
３　事業内容

事業所等での事業活動やイベント開催時などにおけるCO2排出を、他の環境貢献活動で相殺するカーボン・オフセット事業のシステムの構築及び普及促進を図る。

（1） 地域が主催するイベント等におけるカーボン・オフセットシステム及びカーボン・オフセットマニュアルの広報宣伝

（2） 市場流通型カーボン・オフセットシステムの普及促進につながるセミナー等の開催
（3） 「エコフェア」等のイベントでのカーボン・オフセットの実施

（4） 「CO2吸収源の森づくり」イベント（植樹祭）の実施

４　事業費に関する事項
（１）事業において予定される新規雇用する失業者の人件費は2,500,000円以上
（消費税及び地方消費税を含む。）とすること。なお、人件費には賃金のほか、通勤手当、賞与、退職手当等の諸手当（受託者における社内規定等により労働者に対する支給が義務づけられているもの）、社会保険料（雇用保険料、労災保険料等）に含まれる事業主負担分を含む。
（２）委託事業に係る経費には、人件費以外に事業の実施に必要となる機械・器具等のレンタル料、消耗品代等を含むが、機械・器具等財産の購入については、取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものとし、原則としてリースあるいはレンタルで対応すること。

５　雇用に関する事項
（１）事業に従事する予定の全労働者数を２名以上、新規雇用する予定の失業者数を　

１名以上とすること。
（２）新規雇用者の募集に当たっては、原則として、ハローワーク（公共職業安定
所）への求人申込を行うこと。また、文書による募集や直接募集等を行う場合は、募集の公開を図ること。
（３）失業者であることの確認については、雇用保険受給資格者証、廃業届、履歴書、職務経歴書等、失業者であることを証明できるものの提示を求める等により行うこと。
　また、「緊急雇用創出事業臨時特例基金補助事業」において同一人物が重ねて就く場合は通算した雇用・就業期間が１年以内となることに留意する必要があるため、履歴書等により前職を確認すること。
（４）雇用期間は契約締結の日から期間満了の日までを最長とし、更新は不可とする。ただし、雇用期間が６ヶ月以内である場合には、委託期間内において１回に限り更新可能。
（５）新規雇用者の勤務時間及び勤務日数については、当該事業所において、同種の業務に従事する他の通常業務の正規職員に準ずること。
（６）事業が終了したときは、「雇用実績報告書」を提出すること。

その他、本仕様書に記載のない事項については、「山口県緊急雇用創出事業臨時特
例基金補助事業実施要領」、「山口県緊急雇用創出事業臨時特例基金補助金交付要綱」及び労働関係法令に従うこと。
別紙





《カーボン・オフセット：ＣＯ２排出量の埋合せ（相殺）》


カーボン・オフセットとは、日常生活や経済活動において避けることができないCO2等の温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方です。


イギリスを始めとした欧州、米国等での取組が活発であり、我が国でも民間での取組が拡がりつつあります。








